
平成２４年度第１回青梅市協働事業市民推進委員会概要  

 

平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ ９ 日 

本庁舎２階  ２０６会議室  

９：５５～１１：４０ 

１ 協議事項  

（１）青梅市市民提案協働事業審査委員の選出について（資料１、資料２） 

・事務局説明 

（質疑） 

委 員：応募事業の合計額が予算額に満たなくても審査するのか。 

事務局：そうである。 

委 員：助成金を要しない事業もあるのか。 

事務局：ある。 

委 員：単年度事業なので、継続して行う場合は、担当課と話合い予算

に計上してもらうのか。 

事務局：予算計上の時期は１１月頃なので、次年度についてはその時期

までに話し合ってもらいたい。 

委 員：事業と担当課とのマッチングは事務局で行うのか。 

事務局：そうである。1 次審査を通過した事業についてはその時点で担

当課に話を持っていく。 

委 員：提案された事業と担当課の既存事業がかぶったときは、審査の

中でそこも見ていくのか。 

事務局：担当課は審査には参加できないが、オブザーバー的な役割で意

見を述べてもらうことはできる。また、２次審査後に提案団体

と担当課で協定を結ぶために協議する期間を設けている。 

委 員：協定書を結ぶのは大事だと思うが、そのとき事務局も第３者の

立場として参加するのか。 

事務局：それは可能である。 

委 員：事業決定後に協議して内容が変わってしまうのはよくない。審

査をする前に協議した方が良いのでは。 

事務局：市民団体の柔軟な発想を生かす提案とするためにこの時期にし

た。審査を通過した提案なので内容が大きく変わることはない



ようにしたい。 

委 員：事業を提案したときに、事務局で担当課を振り分けてくれるの

なら、その課に審査時に立ち会ってもらう方がよい。また、こ

の提案制度で市の縦割りの体制が改善されればよい。 

委 員：事業の提案があったときに、担当課を教えて必要があれば事前

に協議してくださいと通知するのはどうか。 

委 員：提案団体がこの課と協働したいと表現できるところがあればよ

い。 

事務局：提案書の添付書類に協働を希望する課を書く欄を設けている。 

委 員：事業の実施期間が短いのはないか。 

事務局：今年度については、スタートが遅れてしまったが、次年度につ

いては今年度に事業を審査し、次年度の早い時期から実施でき

るようにしたい。 

事務局：担当課と提案団体の協議について、ここで少し協議してもらい

たい。 

委 員：事業決定後に担当課との調整が上手く行かないようでは大変。

１次審査前に行う方がよい。 

委 員：事業決定後の事業については担当課でやらないということには

ならないのか。 

事務局：ならないようにする。 

委 員：提案の中には予算さえ付けばよいものと、担当課との協議が必

要なものがある。 

委 員：市の体制を考えると、市民目線の提案を実現するためには、あ

る程度事業実施が決定してからでないと出来ないのでは。 

委 員：事業が決定してから実施できないということにならないように

してほしい。 

委 員：話は変わるが、普段から市民団体と担当課との懇談会のような

ものがあると話がスムーズに進むのではないか。 

委 員：より公益的な事業の実施のため、市がテーマを設定する提案事

業を是非次年度は行ってほしい。 

事務局：では、協議の時期については事務局で詰める。 

委 員：審査員については、委員長とボラセンから選出したい。後の２



人についてはどうするか。（須田委員と井上委員が立候補） 

 

（２）視察の振返りについて  

委 員：板橋区は情報紙を頻繁に出しており、何年か選任の理事長がい

る。市の担当課は異動ですぐ変わる。市の役割を市民活動セン

ターに移して運営をボランティアセンターで行う方が良いの

では。また、開館時間も長いとよい。市民活動センターが出来

て、継続的な活動が出来れば良い。 

委 員：青梅市のボランティアセンターの現状は。 

事務局：事務所にはコピー機、パソコン、メールボックス、ミーティン

グスペースがあり、ボラセン職員２人の人件費については市で

支払っている。開館時間は市役所と同じ。 

委 員：板橋区のように開館時間が長いと働いている人も利用できてよ

い。開館時間を延ばし、もう少しミーティングスペースが広け

れば市民活動もより活発になるのでは。 

委 員：市民団体は色々話し合って物事を決めていく。その為には会議

スペースや夜間の開館が必要。市民活動センターの運営自体も

民間で行うことが必要ではないか。 

委 員：現在の場所はちょっと入りにくい。 

委 員：まちづくり基本条例のようなものがあった方が市民活動が進む

のではないか。 

事務局：指針があるので現在のところ作成の予定はない。 

 

（３）その他  

特になし 

２ 報告事項  

特になし 

３ その他  

 次回委員会の日程調整について 次回７月１８日（水）１０：００～ 

－閉会－ 

 

 


